
議案第４０号 

 

加西市税条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 加西市税条例の一部を改正する条例を、別紙のとおり制定する。 

 

  平成２６年６月３日提出 

 

                         加西市長 西 村 和 平      



加西市税条例の一部を改正する条例 

 

第１条 加西市税条例（昭和 42年加西市条例第 50号）の一部を次のように改正する。 

  第 23条第２項中「外国法人」を「法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有し

ない法人（以下この節において「外国法人」という。）」に、「その事業が行われる場所で地

方税法施行令（昭和 25年政令第 245号。以下「令」という。）第 46条の４に規定する場所を

もつて」を「恒久的施設（法人税法第２条第 12号の 18に規定する恒久的施設をいう。）をも

つて」に改め、同条第３項中「令」を「地方税法施行令（昭和 25年政令第 245号。以下「令」

という。）」に改める。 

 第 33条第５項中「第 23条第１項第 16号」を「第 23条第１項第 17号」に改める。 

 第 34条の４中「100分の 14.7」を「100分の 12.1」に改める。 

 第 48 条第２項中「法の施行地に」の右に「本店若しくは」を加え、「、法の施行地以外に

その源泉がある所得について」を削り、同条第５項中「第 74 条第１項」の右に「又は第 144

条の６第１項」を加え、「第 145条」を「第 144条の８」に、「本項」を「この項」に改める。 

  第 52条第１項中「第 74条第１項」の右に「又は第 144条の６第１項」を加える。 

 第 57条及び第 59条中「第 10号の７」を「第 10号の９」に改める。 

 第 82条第 1号ア中「1,000円」を「2,000円」に改め、同号イ中「1,200円」を「2,000円」

に改め、同号ウ中「1,600円」を「2,400円」に改め、同号エ中「2,500円」を「3,700円」に

改め、同条第２号を次のように改める。 

 (２) 軽自動車及び小型特殊自動車 

ア 軽自動車 

二輪のもの（側車付のものを含む。） 年額 3,600円 

三輪のもの 年額 3,900円 

四輪以上のもの 

乗用のもの 

営業用 年額 6,900円 

自家用 年額 10,800円 

貨物用のもの 

営業用 年額 3,800円 

自家用 年額 5,000円 

イ 小型特殊自動車 

農耕作業用のもの 年額 2,400円 

その他のもの 年額 5,900円 

  第82条第３号中「4,000円」を「6,000円」に改める。 



  附則第４条の２中「第 40 条第３項後段（同条第６項から第 10 項まで」の右に「及び第 11

項（同条第 12項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。）」を加え、「公益

法人等（同条第６項から第 10項まで）」を「公益法人等（同条第６項から第 11項まで」に、

「同法第 40条第３項」を「同条第３項」に、「租税特別措置法第 40条第６項から第 10項まで」

を「同法第 40条第６項から第 11項まで」に改める。 

  附則第８条を次のように改める。 

 附則第８条 削除 

  附則第８条の２及び第８条の３を削る。 

  附則第９条の３第１項中「平成 27年度」を「平成 30年度」に改める。 

 附則第 12 条の２見出し中「附則第 15 条第２項第６号及び第９項」を「附則第 15 条第２項

第１号等」に改め、同条第２項中「附則第 15条第９項」を「附則第 15条第８項」に改め、同

項を同条第５項とし、同条第１項を同条第４項とし、同項の前に次の３項を加える。 

   法附則第15条第２項第１号に規定する条例で定める割合は３分の１とする。 

２ 法附則第15条第２項第２号に規定する条例で定める割合は２分の１とする。 

３ 法附則第15条第２項第３号に規定する条例で定める割合は２分の１とする。 

  附則第12条の２に次の１項を加える。 

６ 法附則第15条第38項に規定する条例で定める割合は４分の３とする。 

  附則第12条の３に次の１項を加える。 

９ 法附則第15条の10第１項の耐震基準適合家屋について、同項の規定の適用を受けようとす

る者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修が完了した日から３月以内に、次に掲げる事

項を記載した申告書に施行規則附則第７条第11項に規定する補助に係る補助金確定通知書の

写し、建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第123号）第７条又は附則第３条

第１項の規定による報告の写し及び当該耐震改修後の家屋が令附則第12条第24項に規定する

基準を満たすことを証する書類を添付して市長に提出しなければならない。 

(１) 納税義務者の住所及び氏名又は名称 

(２) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積 

(３) 家屋の建築年月日及び登記年月日 

(４) 耐震改修が完了した年月日 

(５) 施行規則附則第７条第11項に規定する補助の算定の基礎となった当該耐震基準適合家

屋に係る耐震改修に要した費用 

(６) 耐震改修が完了した日から３月を経過した後に申告書を提出する場合には、３月以内

に提出することができなかった理由 



  附則第18条を次のように改める。 

  （軽自動車税の税率の特例） 

第18条 法附則第30条第１項に規定する三輪以上の軽自動車に対する当該軽自動車が初めて道

路運送車両法第60条第１項後段の規定による車両番号の指定を受けた月から起算して14年を

経過した月の属する年度以後の年度分の軽自動車税に係る第82条の規定の適用については、

当分の間、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に

掲げる字句とする。 

第82条第２号ア 3,900円 4,600円 

6,900円 8,200円 

10,800円 12,900円 

3,800円 4,500円 

5,000円 6,000円 

  附則第19条の２第１項及び第２項中「平成26年度」を「平成29年度」に改める。 

  附則第20条の２第１項中「第33条及び34条の３」を「第33条第１項及び第２項並びに第34条

の３」に改める。 

  附則第20条の２の２第２項中「租税特別措置法」を「第37条の10第１項」に、「租税特別措

置法第37条の11第６項の規定により読み替えて準用される同法」を「第37条の11第１項」に改

める。 

  附則第20条の４第２項中「同法第37条の11の３第２項に規定する上場株式等」を「株式等」

に改め、「取得をしたものと」の右に「、同項第２号に掲げる贈与又は相続若しくは遺贈によ

り払出しがあつた非課税口座内上場株式等を取得した市民税の所得割の納税義務者については、

当該贈与又は相続若しくは遺贈の時に、その払出し時の金額をもつて当該非課税口座内上場株

式等と同一銘柄の株式等を取得したものと」を加える。 

  附則第20条の７第５項第３号中「に係る」の右に「利子所得の金額又は」を加える。 

  附則第32条第１項を次のように改める。 

   第56条の規定は、法第348条第２項第９号、第９号の２又は第12号の固定資産について法附

則第41条第３項の規定の適用を受けようとする一般社団法人又は一般財団法人について準用

する。この場合において、第56条中「公益社団法人若しくは公益財団法人」とあるのは、「法

附則第41条第３項に規定する一般社団法人若しくは一般財団法人」と読み替えるものとする。 

  附則第32条第２項を削る。 

  附則第32条の２中「附則第41条第15項」を「附則第41条第９項」に改める。 

  附則第33条から第34条までを削り、附則第35条を附則第33条とする。 

第２条 加西市税条例の一部を次のように改正する。 



  附則第32条の２中「附則第41条第９項」を「附則第41条第８項」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定

める日から施行する。 

(１) 第１条中市税条例第34条の４の改正規定及び次条第７項の規定 平成26年10月１日 

(２) 第１条中市税条例附則第４条の２及び第20条の４第２項の改正規定、第33条から第34条

までを削る改正規定並びに附則第35条を附則第33条とする改正規定並びに次条第２項及び

第３項の規定 平成27年１月１日 

(３) 第１条中市税条例第82条の改正規定並びに附則第４条及び第６条（第１条の規定による

改正後の市税条例（以下「新条例」という。）附則第18条に係る部分を除く。）の規定 平

成27年４月１日 

(４) 第１条中市税条例第33条第５項の改正規定及び第２条の改正規定 平成28年１月１日 

(５) 第１条中市税条例第23条、第48条、第52条第１項及び附則第18条の改正規定並びに次条

第６項、附則第５条及び第６条（新条例附則第18条に係る部分に限る。）の改正規定 平

成28年４月１日 

(６) 第１条中市税条例附則第20条の２第１項、第20条の２の２第２項及び第20条の７第５項

の改正規定並びに次条第４項及び第５項の規定 平成29年１月１日 

(７) 第１条中市税条例第57条及び第59条の改正規定 子ども・子育て支援法（平成24年法律

第65号）の施行の日 

 （市民税に関する経過措置） 

第２条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中個人の市民税に関する部分は、平成26年

度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成25年度分までの個人の市民税については、

なお従前の例による。 

２ 新条例附則第４条の２の規定は、平成27年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、

平成26年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

３ 新条例附則第20条の４第２項の規定は、平成27年度以後の年度分の個人の市民税について適

用する。 

４ 新条例第33条第５項、附則第20条の２第１項の規定は、平成29年度以後の年度分の個人の市

民税について適用し、平成28年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

５ 新条例附則第20条の２の２第２項の規定は、平成29年度以後の年度分の個人の市民税につい

て適用する。 



６ 次項に定めるものを除き、新条例の規定中法人の市民税に関する部分は、前条第４号に掲げ

る規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業

年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日

前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。 

７ 新条例第34条の４の規定は、前条第１号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分

の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日

前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税

については、なお従前の例による。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第３条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成26年度

以後の年度分の固定資産税について適用し、平成25年度分までの固定資産税については、なお

従前の例による。 

２ 新条例附則第12条の２第１項の規定は、平成26年４月１日以後に取得される地方税法等の一

部を改正する法律（平成26年法律第４号）第１条の規定による改正後の地方税法（昭和25年法

律第226号。以下「新法」という。）附則第15条第２項第１号に規定する施設又は設備に対して

課すべき平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 

３ 新条例附則第12条の２第２項の規定は、平成26年４月１日以後に取得される新法附則第15条

第２項第２号に規定する施設又は設備に対して課すべき平成27年度以後の年度分の固定資産税

について適用する。 

４ 新条例附則第12条の２第３項の規定は、平成26年４月１日以後に取得される新法附則第15条

第２項第３号に規定する施設又は設備に対して課すべき平成27年度以後の年度分の固定資産税

について適用する。 

５ 新条例附則第12条の２第６項の規定は、平成26年４月１日以後に取得される新法附則第15条

第38項に規定する機器に対して課すべき平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用す

る。 

６ 新条例附則第12条の３第９項の規定は、平成26年４月１日以後に耐震改修が行われる同項に

規定する耐震基準適合家屋に対して課すべき平成27年度以後の年度分の固定資産税について適

用する。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

第４条 新条例第82条の規定は、平成27年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成26

年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。 

第５条 新条例附則第18条の規定は、平成28年度以後の年度分の軽自動車税について適用する。 



２ 平成15年10月14日前に初めて道路運送車両法（昭和26年法律第185号）第60条第１項後段の規

定による車両番号の指定を受けた三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税に係る新条例

附則第18条の規定の適用については、同条中「受けた月」とあるのは、「受けた月の属する年

の12月」とする。 

第６条 平成27年３月31日以前に初めて道路運送車両法第60条第１項後段の規定による車両番号

の指定を受けた三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税に係る新条例第82条及び新条例

附則第18条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

新条例第82条第２号ア 3,900円 3,100円 

6,900円 5,500円 

10,800円 7,200円 

3,800円 3,000円 

5,000円 4,000円 

新条例附則第18条の表

以外の部分 

第82条 

 

市税条例の一部を改正する条例（平成

26年加西市条例第 号。以下この条に

おいて「平成26年改正条例」という。）

附則第６条の規定により読み替えて

適用される第82条 

新条例附則第18条の表

第82条第２号ア 

 

 

 

第82条第２号ア 平成26年改正条例附則第６条の規定

により読み替えて適用される第82条

第２号ア 

3,900円 3,100円 

6,900円 5,500円 

10,800円 7,200円 

3,800円 3,000円 

5,000円 4,000円 

 



（審議資料） 

 

  地方税法等の一部を改正する法律（平成26年法律第４号）等が平成26年３月31日に公布さ

れたことに伴い、加西市税条例（昭和42年加西市条例第50号）の一部を改正する必要が生じ

たもの 

【概 要】 

１ 法人市民税関係 

 (１) 法人税割の税率の見直し 

地方法人税の創設に対応して、法人税割の税率が引き下げられたことに伴い、法人

税割の税率の見直しを行う。（第 34 条の４） 

なお、新税率については、平成 26 年 10 月１日以後に開始する事業年度分・連結事

業年度分について適用する。 

 現 行 改正案 

法人税割の税率 １４．７％ １２．１％ 

    【施行期日】 平成 26 年 10 月１日 

 (２) 法人税法改正に伴う見直し 

    法人税法において外国法人税制に係る規定が整備されたことに伴い、所要の改正を

行う。（第 23 条、第 48 条、第 52 条） 

    【施行期日】 平成 28 年４月１日 

 ２ 軽自動車税関係 

   国及び地方を通じた自動車関連税制の見直しに伴い、軽自動車税の税率の改正を行う。

（第 82 条、附則第 18 条、改正附則第４条から第６条） 

車種区分 現 行 改正案 

原動機付 

自転車 

50cc 以下 1,000 円 2,000 円 

50cc 超 90cc 以下 1,200 円 2,000 円 

90cc 超 125cc 以下 1,600 円 2,400 円 

ミニカー 2,500 円 3,700 円 

軽二輪（125cc 超 250cc 以下） 2,400 円 3,600 円 

小型二輪(250cc 超) 4,000 円 6,000 円 

小型特殊 

自動車 

農耕作業用 1,600 円 2,400 円 

その他 4,700 円 5,900 円 

【施行期日】 平成 27 年４月１日 



 

車種区分 現 行 改正案 

三 輪 3,100 円 

① 3,900 円 

② 4,600 円 

③ 3,100 円 

四輪

以上 

貨物用 

営業用 3,000 円 

① 3,800 円 

② 4,500 円 

③ 3,000 円 

自家用 4,000 円 

① 5,000 円 

② 6,000 円 

③ 4,000 円 

乗 用 

営業用 5,500 円 

① 6,900 円 

② 8,200 円 

③ 5,500 円 

自家用 7,200 円 

① 10,800 円 

② 12,900 円 

③ 7,200 円 

① 平成 27 年４月１日以後に新規取得した新車 

② 最初の新規検査から 13 年を経過した車両 

③ ①、②以外の車両 

    【施行期日】 平成 28 年４月１日 

３ 固定資産税関係 

  (１) 償却資産に係る課税標準の特例措置の拡充 

   地域決定型地方税制特例措置（通称：わがまち特例）の導入（附則第 12 条の２） 

①水質汚濁防止法に規定される特定施設に係る汚水又は廃液の処理施設 ３分の１ 

②大気汚染防止法に規定される指定物質排出抑制施設         ２分の１ 

③土壌汚染対策法に規定される特定有害物質排出抑制施設       ２分の１ 

④フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に規定される 

冷蔵機器及び冷凍機器であって自然冷媒を利用したもの       ４分の３ 

   【施行期日】 公布の日（平成 27 年度課税分より適用） 

 ４ その他 

地方税法等の改正に伴い、文言の整合、引用条文の条ずれの修正等を行う。 


